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インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ 

 

 

（問）上場会社が信託方式又は投資一任方式によって自己株式取得を行う場合

において、インサイダー取引規制に違反しないためには、どのような配慮

が必要でしょうか。 

 

（答） 

 金融商品取引法第 166 条においては、「会社関係者」であって、上場会社に係

る業務等に関する「重要事実」を知った者は、その事実が公表された後でなけ

ればその会社の有価証券等の売買等をしてはならない旨が規定されています。

（インサイダー取引規制） 

 

上場会社が信託方式又は投資一任方式によって自己株式取得を行う場合、実

際には第三者である信託銀行等が買付主体となるところ、上記の会社関係者が

重要事実を知って売買等を行う場合に該当するかどうかが問題となります。 

 

この点については、例えば、 

(1) 信託契約又は投資一任契約の締結・変更が、当該上場会社により重要事実

を知ることなく行われたものであって、 

(2) ① 当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行わない形の契約であ

る場合、 

又は、 

② 当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行う場合であっても、

指示を行う部署が重要事実から遮断され、かつ、当該部署が重要事実を

知っている者から独立して指示を行っているなど、その時点において、

重要事実に基づいて指示が行われていないと認められる場合、 

においては、一般に、上記の会社関係者が重要事実を知って売買等を行う場合

に該当しないと考えられることから、基本的にインサイダー取引規制に違反し

ないものと考えられます。 

 

 


